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委託業務企画提案競技実施要項 

 

義務教育課  

 
１  趣旨 
   県内公立学校の小学校５年生、中学校１、２年生（義務教育学校、特別支援学校含む）

に対して学力・学習状況調査を行い、学習指導要領において身に付けることが求められ
ている知識及び技能や思考力、判断力、表現力等に関する学力の状況及び、児童生徒の
学習に関する意識などの学習状況、学校の取組状況を把握する。 
また、ＣＢＴ（Computer Based Testing）で実施することにより、一人一人の児童生

徒が自己の学力や学習の状況を振り返ることで、自らの学びに生かすとともに、児童生
徒の情報活用能力の育成も目指す。各学校では詳細な分析を個別最適な学びに活用する
など、指導法改善を図るとともに、児童生徒の確かな学力の育成を推進する。 
これらの目的を達成するため、業務委託業者選考の企画提案競技を実施するにあた

り、必要な事項を定める。 
 
２  委託業務企画提案競技に付する事項 

⑴ 業務件名 
令和９年度、令和 10 年度、令和 11 年度における「鹿児島学力・学習状況調査」 

⑵ 業務内容 
      別添「委託業務仕様書」による 

⑶ 履行期限 
      契約締結の日から令和 11 年９月 30 日 
 
３  委託経費 
    75,079,950 円以内（消費税込み） 
 
４  企画提案競技に参加する者に必要な資格 
  次の⑴から⑽までのすべてを満たすものとする。 

⑴ 「委託業務仕様書」の内容を確実に履行できる者であること。 
⑵ 本事業の実施について、県からの求めに応じて協議に対応できる体制を整えてい
ること。 

⑶ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。 
⑷ 地方自治法施行令第 167 条の 4第 2項の各号に該当すると認められる事案があっ
た後２年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用
人または入札代理人として使用する者でないこと。 

⑸ 参加申込書の提出の日から委託候補者を選定するまでの間に、国又は地方公共団
体との契約に関して、指名停止の措置を受けていないこと。 

⑹ 法人格を有する者であること。 
⑺ 会社更生法第 17条又は民事再生法第 21条の規定による更生手続又は再生手続の
開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がな
されていること。 

⑻ 主たる事業所の所在地の都道府県における最近１事業年度の都道府県税の滞納
がないこと。 

⑼ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２
条第２号に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員若しくはこれら暴力団及
び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者がいないこと。 

⑽ 平成 27 年度以降、国又は地方公共団体において、本業務と同種又は類似する業
務の契約を締結し、履行した実績を有すること。 
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５  企画提案競技の流れ 

⑴ 募集 
      令和８年６月 25 日（木）から 
   県教委のホームページに掲載 ※掲載は令和８年７月２日（木）まで 

⑵ 企画提案競技参加申込み 
      令和８年７月２日（木）17 時必着 

⑶ 仕様書等に対する質問 
      令和８年７月３日（金）17 時必着 

⑷ 企画提案書提出期限 
      令和８年７月９日（木）17 時必着 

⑸ 審査会 
      令和８年７月 14 日（火） 

⑹ 委託事業者選定委員会の開催（選考委員による委託業者の選定） 
      令和８年７月 14 日（火） 

⑺ 委託業者の決定・通知 
      令和８年７月 28 日（火）まで（選考委員による委託業者の選定後発出） 
 
６  企画提案競技参加申込み 

⑴ 提出期限 令和８年７月２日（木）17 時必着 
  ⑵ 提出書類 
    ア  企画提案競技参加申込書（様式第１号） 
    イ  企画提案競技の参加に関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場合は 
      その委任状（様式第２号） 
  ⑶ 提出方法 
      下記「15 問合せ先及び書類提出先」へ電子メール又は郵送で提出すること。 
 
７  仕様書等に関する質問 
    仕様書等に対する質問がある場合においては、以下のように提出すること。 
  ⑴ 提出方法 
      「質問票」（様式第３号）により、下記「15 問合せ先及び書類提出先」へ電子メ

ールにて提出すること。 
  ⑵ 提出期限 
      令和８年７月３日（金）17 時必着 

⑶ 回答 
      質問に対する回答は、令和８年７月９日（木）までに、参加業者すべてに対し電

子メールで行う。 
 
８  企画提案書の記載事項 

⑴ 会社概要 
ア 会社概要 
イ 主な受託実績（ＣＢＴ方式による学力調査） 

⑵ 業務内容に対する全体概要 
⑶ 学力調査問題の内容について 
⑷ 調査結果の提供について 
⑸ 機能の操作性、実効性、安全性について（解答者、管理者の両面から） 
⑹ 業務遂行の実現性について（テスト要件、研修、データ移行等） 
⑺ システムの拡張性について 
⑻ 学力調査業務の実施能力について 
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９  企画提案書の提出 
⑴ 規格 

Ａ４版（Ａ３折込可） 
⑵ 提出方法 

      下記「15 問合せ先及び書類提出先」へ郵送または持参により提出すること。 
⑶ 提出期限 

令和８年７月９日（木）17 時必着 
⑷ 提出部数 

12 部 
 
10  プレゼンテーション及び審査会の実施 

⑴ 日時  
令和８年７月 14 日（火）９:00～ 

  ⑵ 場所 
 鹿児島県庁行政庁舎７階 ７－Ａ－２会議室 

 
11  審査方法 
  書類審査及びプレゼンテーションによる企画提案競技方式とし、企画提案の審査は、 
  選考委員会において総合的に行う。 
 
12  審査結果 
    審査結果については、参加したすべての業者に対し書面で通知することとし、令和

８年７月 28 日（火）までに発出する。 
 
13  業務実施に係る契約 

⑴ 契約の締結 
最優秀提案者と地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び県契約規則施行

指針第 24 条関係第２項第 13 号の規定による随意契約を締結する。 
⑵ 契約内容 

   県教育委員会と最優秀提案者との間で、企画書を踏まえ予算の範囲内で協議を行 
  い、契約内容を決定する。 

⑶ 契約金額 
   最優秀提案者から見積書を徴し、予定価格の範囲内において決定する。 

⑷ 契約保証金 
   免除（鹿児島県契約規則第 33 条第１項第９号） 

⑸ 前払金 
   あり 
 
14  その他 

⑴ 企画提案書の作成及び提出に必要な経費は、提出者の負担とする。 
⑵ 企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする。 
⑶ 提出された企画提案書は返却しない。 
⑷ 企画提案競技の参加に当たり知り得た情報は、他に漏らさないこと。 
⑸ 著作権法等に抵触しないこと。 
⑹ 企画提案競技参加申込みを提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第

４号）を令和８年７月９日（木）17 時までに、郵送又は持参により提出すること。 
 
15   問合せ先及び書類提出先 
     〒890－8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 
       鹿児島県教育庁義務教育課義務教育係 
       TEL 099－286－5300  
       E-mail gimu@pref.kagoshima.lg.jp 

mailto:gimu@pref.kagoshima.lg.jp

